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自 閉 症 ・ 情 緒 障 害 

１ 自立活動の内容（特別支援学校学習指導要領解説自立活動編より引用） 
１ 健康の保持 

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

(4) 健康状態の維持・改善に関すること。 

(4) 健康状態の維持・改善に関すること。 

知的障害や自閉症のある幼児児童生徒の中には、運動量が少なくなり、結果として

肥満になったり、体力低下を招いたりする者も見られる。また、心理的な要因により

不登校の傾向が続き、運動が極端に少なくなったり、食欲不振の状態になっていたり

する場合もある。このように、障害のある幼児児童生徒の中には、障害そのものによ

るのではなく、二次的な要因により体力が低下する者も見られる。 

このような幼児児童生徒の体力低下を防ぐためには、適切な運動を取り入れたり、

食生活と健康について実際の生活に即して学習したりするなど、日常生活における自

己の健康管理のための指導が必要である。 

健康状態の維持・改善を図る指導を進めるに当たっては、主治医等から個々の幼児

児童生徒の健康状態に関する情報を得るとともに、日ごろの体調を十分に把握する必

要があることから、医療機関や家庭と密接な連携を図ることが大切である。 

 

２ 心理的な安定 

(1) 情緒の安定に関すること。 

(2) 状況の理解と変化への対応に関すること。 

(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。 

(2) 状況の理解と変化への対応に関すること。 

家庭などではほとんど支障なく会話ができるものの、特定の場所や状況ではそれが

できない選択性かん黙の幼児児童生徒の場合には、本人が安心して参加できる集団構

成や活動内容等の工夫をしたり、教師が付き添って適切な援助を行ったりするなどし

て、情緒の安定を図りながら、それぞれの場面に対応できるようにすることが大切で

ある。 

自閉症のある幼児児童生徒は、予告なしに行われる避難訓練や、急な予定の変更な

どに対応することができず、混乱したり、不安になったりして、どのように行動した

らよいか分からなくなることがある。このような場合には、予想される事態や状況を

予告したり、事前に体験できる機会を設定したりすることなどが必要である。 
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３ 人間関係の形成 

(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。 

(2) 他者の意図や感情の理解に関すること。 

(3) 自己の理解と行動の調整に関すること。 

(4) 集団への参加の基礎に関すること。 

(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。 

他者とのかかわりをもとうとするが、その方法が十分に身に付いていない自閉症の

ある幼児児童生徒の場合には、まず、直接的に指導を担当する教師を決めるなどして、

教師との安定した関係を形成することが大切である。そして、やりとりの方法を大き

く変えずに繰り返し指導するなどして、そのやりとりの方法が定着するようにし、相

互にかかわり合う素地を作ることが重要である。その後、やりとりの方法を少しずつ

増やしていくが、その際、言葉だけでなく、具体物や視覚的な情報を加えて分かりや

すくすることも大切である。 

(2) 他者の意図や感情の理解に関すること。 

自閉症のある幼児児童生徒は、言葉や表情、身振りなどを総合的に判断して相手の

心の状態を読み取り、それに応じて行動することが困難な場合がある。また、言葉を

字義通りに受け止めてしまうため、行動や表情に表れている相手の真意を読み取れな

いこともある。そこで、生活の様々な場面を想定し、そこでの相手の言葉や表情など

から、立場や考えを推測するような指導を通して、相手とかかわる際の具体的な方法

を身に付けることが大切である。 

(3) 自己の理解と行動の調整に関すること。 

自閉症のある幼児児童生徒は、「他者が自分をどう見ているか」、「どうしてその

ような見方をするのか」ということの理解が十分でないことから、「自分がどのよう

な人間であるのか」といった自己の理解が困難な場合がある。そのため、友達の行動

に対して適切に応じることができないことがある。 

このような場合には、体験的な活動を通して自分の得意なことや不得意なことの理

解を促したり、他者の意図や感情を考え、それへの対応方法を身に付けたりする指導

を関連付けて行うことが必要である。 

また、自閉症のある幼児児童生徒は、特定の光や音などにより混乱し、行動の調整

が難しくなることがある。そのような光や音に対して少しずつ慣れたり、それらの刺

激を避けたりすることができるように、感覚や認知の特性への対応に関する内容も関

連付けて具体的な指導内容を設定することが求められる。 

このように自閉症のある幼児児童生徒が、自己を理解し、状況に応じて行動できる

ようになるためには、この項目と「他者の意図や感情の理解に関すること。」の項目

などを関連付けるとともに、「４ 環境の把握」等の区分に示されている項目などとも

関連を図り、具体的な指導内容を設定することが必要である。 
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４ 環境の把握 

(1) 保有する感覚の活用に関すること。 

(2) 感覚や認知の特性への対応に関すること。 

(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 

(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。 

(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 

(2) 感覚や認知の特性への対応に関すること。 

自閉症のある幼児児童生徒の場合、聴覚の過敏さのため特定の音に、また、触覚の

過敏さのため身体接触や衣服の材質に強く不快感を抱くことが見られる。それらの刺

激が強すぎたり、突然であったりすると、混乱状態に陥ることもある。そこで、不快

である音や感触などを自ら避けたり、幼児児童生徒の状態に応じて、それらに少しず

つ慣れていったりするように指導することが大切である。なお、ある幼児児童生徒に

とって不快な刺激も、別な幼児児童生徒にとっては快刺激である場合もある。したが

って、個々の幼児児童生徒にとって、快刺激は何か、不快刺激は何かをきめ細かく観

察して把握しておく必要がある。 

また、障害のある児童生徒が言葉や数の学習で示す困難は、個々の認知の特性によ

る場合が少なくない。話を聞いて理解することが困難な場合には、言葉の記憶力が弱

いことや話し声から特定の音韻を聞き取ることなどが難しいことがある。本を読むこ

とが苦手な場合には、読んでいる箇所を目で追うことができないことがある。また、

漢字や図形を正しく書くことができない場合には、位置関係の認知が困難なことがあ

る。こうした個々の認知の特性は、脳性まひや知的障害のほか、LD、ADHD、自閉症等

のある児童生徒にも見られるものである。 

これらの児童生徒は、認知面において不得意なことがある一方で得意な方法をもっ

ていることも多い。例えば、聴覚からの情報は理解しにくくても、視覚からの情報の

理解は優れている場合がある。したがって、一人一人の認知の特性に応じた指導方法

を工夫し、不得意な課題を少しずつ改善するよう指導するとともに、得意な方法を積

極的に活用するよう指導することも大切である。 

 

５ 身体の動き 

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 

(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。 

(4) 身体の移動能力に関すること。 

(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 

(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 

自閉症のある幼児児童生徒には、手足を協調させて動かすことや微細な運動をする
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ことに困難が見られることがある。そのため、目的に即して意図的に身体を動かすこ

とを指導したり、手足の簡単な動きから始めて、段階的に高度な動きを指導したりす

ることなどが必要である。また、手指の巧緻性を高めるためには、幼児児童生徒が興

味・関心をもっていることを生かしながら、道具等を使って手指を動かす体験を積み

重ねることが大切である。 

障害の状態によっては、身体の動きの面で、関係する教科等の学習との関連を図り、

作業における基本動作の習得や巧緻性、敏捷性の向上を図るとともに、目と手の協応

した動き、姿勢や作業の持続性などについて、自己調整できるよう指導することが大

切である。 

自閉症のある幼児児童生徒は、自分のやり方にこだわりがあったり、手足を協調さ

せてスムーズに動かしたりすることが難しい場合がある。また、他者の意図を適切に

理解することが困難であったり、一つの情報のみに注意を集中してしまったりするこ

とから、教師が示す手本を自ら模倣しようとする気持ちがもてないことがある。その

結果、作業に必要な巧緻性などが十分育っていないことがある。 

このような場合には、一つの作業についていろいろな方法を経験させるなどして、

作業のやり方へのこだわりを和らげたり、幼児児童生徒と指導者との良好な人間関係

を形成し、幼児児童生徒が主体的に指導者の示す手本を模倣しようとする気持ちを育

てたりすることが大切である。 

したがって、自閉症のある幼児児童生徒に対しては、この項目に加えて、「２ 心理

的な安定」や「３ 人間関係の形成」等の区分に示されている項目の中から必要な項目

を選定し、それらを相互に関連付けて具体的な指導内容を設定して指導を行うことが

大切である。 

 

６ コミュニケーション 

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

(2) 言語の受容と表出に関すること。 

(3) 言語の形成と活用に関すること。 

(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。 

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

自閉症のある幼児児童生徒の場合、持ち主の了解を得ないで、物を使ったり、相手

が使っている物を無理に手に入れようとしたりすることがある。また、他の人の手を

取って、その人に自分が欲しい物を取ってもらおうとすることもある。このような状

態に対しては、周囲の者がそれらの行動は意思や要求を伝達しようとした行為である

と理解するとともに、できるだけ望ましい方法で意思や要求などが伝わる経験を積み

重ねるよう指導することが大切である。 
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(2) 言語の受容と表出に関すること。 

自閉症のある幼児児童生徒の中には、他者の意図を理解したり、自分の考えを相手

に正しく伝えたりすることが難しい場合があることから、話す人の方向を見たり、話

を聞く態度を形成したりするなど、他の人とのかかわりやコミュニケーションの基礎

に関する指導を行うことが大切である。その上で、正確に他者とやりとりするために、

絵や写真などの視覚的な手掛かりを活用しながら相手の話を聞くことや、絵や記号を

示したボタンを押すと音声が出る機器などを活用して自分の話したいことを相手に伝

えることなど、様々なコミュニケーション手段を用いることも有効である。 

このように自閉症のある幼児児童生徒が、相手の意図を受け止め、自分の考えを伝

えることができるようにするためには、話し言葉や絵、記号、文字などを活用できる

ように指導するとともに、一人一人の実態に応じて、「３ 人間関係の形成」や「６ コ

ミュニケーション」等の区分に示されている他の項目などと密接に関連させて、具体

的な指導内容を設定して指導することが重要である。 

(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

自閉症のある幼児児童生徒で、言葉でのコミュニケーションが困難な場合には、ま

ず、自分の意思を適切に表し、相手に基本的な要求を伝えられるように身振りなどを

身に付けたり、話し言葉を補うために機器等を活用できるようにしたりすることが大

切である。 

(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。 

家庭では普通の会話ができるものの、学校の友達とは話すことができない選択性か

ん黙の児童生徒の場合、まず、気持ちを安定させ、安心できる状況作りや信頼感のあ

る人間関係作りが重要である。その上で、児童生徒が興味・関心のある事柄について、

共感しながら一緒に活動したり、日記や作文などを通して気持ちや意思を交換したり

する機会を多くすることが大切である。また、状況に応じて、筆談などの話し言葉以

外のコミュニケーション手段を活用することも大切である。その際、幼児児童生徒が

自信をもち、自己に対して肯定的なイメージを保つことができるよう配慮しつつ、自

己理解を促す指導をすることが大切である。 

したがって、場や相手の状況に応じて、主体的なコミュニケーションを展開できる

ようにするには、「２ 心理的な安定」や「３ 人間関係の形成」等の区分に示されて

いる項目の中から必要な項目を選定し、それらを相互に関連させて具体的な指導内容

を設定することが大切である。 

 
２ 障害の程度に応じた教育課程の編成（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所：特別

支援教育の基礎・基本 一人一人のニーズに応じた教育の推進より引用） 

  ① 自閉症・情緒障害特別支援学級 
   自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程編成においては、小学校及び中学校の教
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育課程の編成を基準にしながら、必要に応じて、特別支援学校学習指導要領を参考に

して、学級や児童生徒の実態に応じた教育目標や教育内容などを決めていく。 

   また、特別支援学級では、異学年の児童生徒が在籍する場合には、指導内容は個々

の児童生徒で異なるが、教科等によっては集団で学習を行うこともある。その場合は、

複式学級の教育課程編成の特例が参考になる。以下にその内容を記述すると、例えば、

小学校学習指導要領総則において、「学校において２以上の学年の児童で編制する学級

について特に必要がある場合には、各教科、道徳、外国語活動及び特別活動の目標の

達成に支障のない範囲内で、各教科、道徳、外国語活動及び特別活動の目標及び内容

について学年別の順序によらないことができる。」としている。 

② 通級による指導（自閉症）（情緒障害） 

通級による指導は、通常の学級で多くを学びつつ、障害による学習上又は生活上の 

困難を主体的に改善・克服することが目的であり、障害の状態等に応じた特別の指導

を特別な場所で行う。特別の指導とは、特別支援学校における自立活動の指導を参考

にして行うことを原則とし、特に必要がある場合には、障害の状態に応じた教科の補

充指導を行うこととされている。 

通級による指導の形態は、大きく分けて個別指導と集団指導がある。 

個別指導では、自閉症者については、教科学習、言語やコミュニケーションなどに 

かかわる基礎的な知識・技能が主な指導内容となり、選択性かん黙等の情緒障害者に

ついては、カウンセリング的な対応や心理的な安定を促すなどの指導が中心となる。 

 集団指導では、音楽、運動、制作などの活動を通して、基本的な生活習慣の育成、

遊びや対人関係、コミュニケーションなど社会的適応力の育成が主な指導のねらいと

なる。なお、指導に当たっては、視聴覚機器等を有効に活用し、指導の効果を高める

ことも大切である。 

 通常の学級や日常生活の中で生かしていくことができるよう、通級による指導をよ

り有効なものとするためには、在籍する学級の担任等や家庭との緊密な連携を図るこ

とが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


